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第 1 章 計画策定の背景と基本的事項 

現在の地球温暖化は、人間の影響によるものであると報告されています。さらには、「1.5℃特別報告書」
というもので、現状の進行ペースを維持すると 2030 年〜2050 年には、1.5℃の上昇に至ると示されてい
ます。1.5℃の気温上昇だけでも、高温や干ばつといった極端な現象が増えるという指摘されています。 

細線(黒)：各年の平均気温の基準値からの偏差 太線(青)：偏差の 5 年移動平均値 
直線(赤)：長期変化傾向。基準値は 1991〜2020 年の 30 年平均値 

出典：気象庁ホームページ 

こういった地球温暖化の進行を抑えるために、国際的な枠組みであるパリ協定（国連気候変動枠組条約
第 21 回締約国会議(COP21)）が誕生し、産業革命前と比較して地球の平均気温を 2℃未満に、さらに可
能ならば 1.5℃以下に抑えることが世界の共通目標とされました。 

篠栗町では、「まちづくり未来チャート」(第 7 次篠栗町総合計画 2023〜2027)において、基本目標の
中に「自然と共生し、持続可能性を創出するまちに」を掲げ、3 つの重点対策「自然保全・自然とのふれ
あいの推進」「循環型社会の構築」「カーボンニュートラルの推進」を設定しています。2021 年 9 月には、
「ゼロカーボンシティささぐり」宣言を行い、翌年以降には再生可能エネルギーに係るゾーニング事業
や脱炭素ロードマップを策定しました。 



 
 

篠栗町では、2050 年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロにするために、2017 年(平成 29)に策定した
篠栗町地球温暖化対策実行計画(区域施策編)を第２次計画へと改訂し、二酸化炭素排出量の削減を重要
な目標に掲げました。また、今回の計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律（通称：温対法）第 21
条第 4 項に基づくものであり、さらには気候変動適応法第 12 条に基づく「気候変動適応計画」も包含し
ています。 

また、温室効果ガス排出量を削減する「緩和策」と、気候変化に対して自然生態系や社会・経済システ
ムを調整することにより気候変動の悪影響を軽減する「適応策」に関しても、行政・町⺠・事業者の各主
体が担う取り組みを明確にしました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：気候変動適応情報プラットフォーム 

 今回の実行計画は 2013(平成 25)年度を基準年度とし、計画期間を 2024(令和 6)年度から 2030(令和
12)年度までの 7 年間とします。ただし、地球温暖化に係わる国の政策や目標、社会経済状況の変化、上
位計画である第 7 次篠栗町総合計画等の改定に合わせて、適宜、見直しを行うものとします。 
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第 2 章 篠栗町の自然的・社会的条件 

 篠栗町は、福岡都市圏の東端部に位置し、国道 201 号や JR 篠栗線などの交通利便性の高さを背景に都
市圏の住宅都市として発展を続けてきました。東⻄約 8km、南北約 7km で、総面積は 38.93km²です。総
面積の 7 割を山林が占める緑豊かな町で、中央には多々良川が東⻄に流れ、その周囲に平地が開けてい
ます。 

 
 町の気候において、平均気温は短期的な変動を繰り返しながら上昇しており、⻑期的にみると 100 年
あたり約 4.8℃の割合で上昇しています。また、真夏日(日最高気温が 30℃以上)の年間日数については
100 年あたり約 58.3 日の割合、猛暑日(日最高気温が 35℃以上)の年間日数については 100 年あたり約
23.2 日の割合で上昇しています。 
 町の産業において、第一次産業が約 0.2％、第二次産業が約 13％、第三次産業が約 87％と第三次産業
の割合が高くなっています。 
 町の電気需要量について、2013(平成 25)年度から 2020(令和 2)年度にかけては微減しており、2020(令
和 2)年度の構成比は家庭用と業務用が最も多く約 40％を占め、製造業が 20％となっています。 

 

 

■福岡県における篠栗町の位置 ■道路交通状況図 

出典：篠栗町都市計画基礎調査 

■電気需要量の推移 ■産業構造（従業者数） 



 
 

第 3 章 温室効果ガスの排出量の現況推計 

 二酸化炭素(CO2)排出量は、環境省の「地球温暖化対策地方公共団体実行計画(区域施策編)策定・実施
マニュアル(算定手法編)(令和 5 年 3 月)環境省大臣官房地域政策課」に準じて、最新の統計資料をもとに
推計しました。 

 その結果、二酸化炭素排出量は、2013(平成 25)年度以降減少傾向にあり、2020(令和 2)年度で 148,415t-
CO2 となっており、2013(平成 25)年度と比較して約 24％減少しています。 

■二酸化炭素排出量の推移 

 家庭及び業務部門において二酸化炭素排出量が減少している要因として、電力の排出係数が約 40％低
下していることや省エネ機器、省エネ行動の普及が考えられます。製造業部門においては、製造品出荷額
が大幅に増加しているのに比べて、二酸化炭素排出量は微増に留まっています。要因として、電力の排出
係数が約 40％低下していることや省エネ機器、省エネ行動の普及が考えられます。その他の部門におい
ても電力の排出係数の低下や技術革新（車両でいう燃費向上（ハイブリット車、軽自動車の普及））等に
より減少傾向もしくは横ばいの状況が続いています。 

●二酸化炭素の排出部門の定義  

・家庭・業務部門：家庭及び業務(商業、サービス業、公務などの第三次産業)におけるエネルギー消費(自動車利用

に関するものを除く)を対象とする部門です。  

・産業部門：第一次産業(農林水産業)及び第二次産業(鉱業、建設業、製造業)の産業活動によるエネルギー消費(自

動車利用に関するものを除く)を対象とする部門です。  

・運輸部門：人や物の輸送に伴うエネルギー消費を対象とする部門です。  

・廃棄物部門：廃棄物の焼却に伴い排出される二酸化炭素を対象とする部門です。廃棄物には一般廃棄物と産業廃棄

物がありますが、この計画では一般廃棄物のうち、燃料化した RDF の燃焼を対象とします。 



 
 

第 4 章 温室効果ガス排出量の削減目標と将来推計 

 今回の実行計画は、国の地球温暖化対策計画や本町の取り組み状況を踏まえ、二酸化炭素排出量の削
減目標を以下のとおりとし、ゼロカーボンシティへのビジョンを定めました。 
 
 
 
 
 
 
 
 将来推計を行うに当たって、排出量に大きく影響を及ぼす可能性のある要素をもとに、二酸化炭素排
出量の推計シナリオを 3 つのケースに設定しました。 

パターン 考慮要素 

ケース A：現状趨勢(BAU) 追加的な脱炭素化対策を行わず、現状のまま推移した場合に、本町に

関連する活動量(人口や産業活動等)の変化を勘案した推計です。 

ケース B：社会変容＋技術革新 再生可能エネルギー普及や家電等の省エネ技術の導入、および電力排

出係数の低減を踏まえた推計です。 

ケース C：ケース B＋再生可能

エネルギー導入＋独自対策 

ケース B に加えて、再生可能エネルギーの導入と本町の独自の対策を

積み上げた推計です。 

なお、2050(令和 32)年度における排出量実質ゼロの達成を想定し、森

林吸収と CCS(二酸化炭素回収・貯留技術)等の革新的技術の導入を踏

まえた推計も実施しました。 

■2030 年の再生可能エネルギー導入目標 

発電種別 発電容量(kW) 年間発電量(kWh) 年間排出削減量(t-CO2) 

《太陽光》公共施設      1,630     1,956,000          761 

《太陽光》産業用施設      7,320     8,784,000         3,417 

《太陽光》業務用施設      1,690     2,028,000          789 

《太陽光》一般住宅      8,441     10,129,200         3,940 

鳴淵ダム小水力発電        25      186,000           72 

木質バイオマス発電      2,000     16,000,000         6,224 

合計      21,106     39,083,200         15,203 

■2050 年の再生可能エネルギー導入目標 

発電種別 発電容量(kW) 年間発電量(kWh) 年間排出削減量(t-CO2) 

《太陽光》一般住宅      28,136     33,763,200         12,121 

合計      40,801     62,717,200         23,384 

※2050 年に関しては、《太陽光》一般住宅以外の種別については変更なし。 

 

<中期削減目標> 

2030(令和 12)年度には 2013(平成 25)年度比で 46％を削減します。 

<長期削減目標> 

2050(令和 32)年度までにゼロカーボンを目指します。 



 
 

■独自施策 

対象エリア コンセプト プロジェクト案 

篠栗駅前 

～篠栗北地区 

産業団地 

～篠栗九大の森 

～福岡東鉄工団地 

生活の脱炭素 住まいの脱炭

素 

新規開発エリアの ZEH(ゼロエネルギーハウス)化、地域省エ

ネマネジメント導入 

ライフスタイ

ルの脱炭素 

・省エネ活動に応じたポイントを地域通貨等に交換し、地域

経済を好循環にする仕組み作り 

・本町の森林資源を活用したテレワーク拠点整備 

既存住宅、改築住宅及び新築住宅の再生可能エネルギー導

入に対する補助事業を検討し実施、同時に町内経済活性化

も考慮 

町内交通の脱

炭素 

・少子高齢化に対応した交通システムの整備 

・EV バス導入(福祉バス、産業団地行き通勤バス) 

・公用車の EV 化(休日はシェアリング) 

教育の脱炭素 脱炭素教育の

推進 

・学術機関等との連携による、本町の森林資源の脱炭素啓発

拠点化 

・小学校高学年からカーボンニュートラルの基礎知識や町

の脱炭素政策について出前講座等の実施 

教育施設の脱

炭素 

本町教育施設の ZEB(ゼロエネルギービル)化、太陽光発電導

入 

産業の脱炭素 産業団地・鉄

工団地 

工場屋根等での再生可能エネルギー発電の推進 

物流施設 ・配送車両の EV 化及び災害時の電源基地化 

・国道 201 号沿線の物流施設の脱炭素化 

寺院エリア 観光の脱炭素 寺院エリア ・観光協会と連携し、エコツーリズム推進による観光客増加 

・観光エリアのソーラー回廊化、グリーンスローモビリティ

の導入  

・観光エリアの駐車場への再生可能エネルギー導入  

・比較的新しい寺院への再生可能エネルギー設置 

山林エリア 再生可能エネル

ギーの拡充 

鳴淵ダム周辺 民間活力を利用した再生可能エネルギー事業(太陽光/小水

力等)  

公共施設跡地 木質バイオマス発電所設置 

全エリア アピールと啓発 ・町ホームページや広報紙、SNS 等の活用によるカーボンニ

ュートラルの基礎知識や本町の脱炭素政策を周知 

・エネルギーの流れをモニター表示し誰でも確認できるよ

うにすることや関連イベントを開催するなどのアピールや

啓発活動 

・地域住民参加型のシステムを構築 

  



 
 

ケース A の結果、基準年度よりは減少しますが、2020(令和 2)年度比では微増する予定です。特に産
業部門(製造業)や運輸部門(貨物)への脱炭素化の取り組みを重点的にしていくことが重要と推測されま
す。ケース B の結果、ケース A の約 3.4 倍も減少率が高まるうえに、業務部門の削減率が 94％に達して
います。ケース C の結果、二酸化炭素排出量は基準年度と比較して、2030(令和 12)年度は 50.5％減少、
2050(令和 32)年度は 97.1％減少となっています。この結果から省エネルギーや電化、エネルギーの脱炭
素化などの対策を進めることで、町域の CO2 排出量と森林等による吸収量との間の均衡が達成され、
CO2 排出量実質ゼロを達成することが可能です。 

 
■目標値とケース B の比較差分 

 

■「ゼロカーボンシティささぐり」達成の試算結果 



 
 

第 5 章 地球温暖化対策・施策 

 地球温暖化に対する取り組みとして、「緩和策」と「適応策」を進めていきます 
 「緩和策」では、再生可能エネルギー利用の促進、住⺠・事業者の省エネルギーの促進、環境にやさ
しい交通体系・まちづくりの推進、循環型社会の構築、森林等を活用した総合的な対策の 5 つの軸によ
り、多様な社会課題の同時解決を図りながら 2050（令和 32 年）年度のゼロカーボンの達成に向けた取
り組みを行っていきます。また、SDGs に関連付けながら町⺠、事業者、行政に分けてそれぞれの期待
される役割や取り組みを作成しました。 
 「適応策」では、気温上昇など既に現れている気候変動の影響や中⻑期的に避けられない影響に対し
て、町⺠の健康で安全な暮らし、安定的な事業活動の環境などを確保することを目的として取り組みを
実施します。本町において気候変動による影響が懸念される農林業、水環境・水資源、自然生態系、自
然災害、健康、産業・経済活動、町⺠生活分野の 7 つを軸とした取り組みを進めていきます。 

 
■SDGs の図（包括的な 17 の目標） 

 温対法第 21 条第 5 項(地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項)により、篠栗町再エネゾーニング
報告書及び篠栗町脱炭素ロードマップに基づき、安全面・防災面で支障のない区域を促進区域とする等
の地域特性に配慮した地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項を設定します。その中で、促進区域は
篠栗町再エネゾーニング報告書における促進エリアを基に策定しました。 

■保全区域：発電設備を作らせない 

■促進区域：積極的に設置  

■調整区域：状況に応じ設置を判断 

※ 詳細な区域は、担当部署にてデー

タを所有し、随時閲覧可能としま

す。 

 

 

■篠栗町再エネゾーニングマップ 



 
 

第 6 章 計画の推進管理 

 計画の推進体制として、協議会、庁内委員会を集めながら、住⺠や住⺠団体、事業者等と町が情報交換
をし、協働によって取り組みを進めていきます。また、地球温暖化は極めて広範囲かつ将来の世代に及ぶ
問題であることから、近隣自治体や県、国の関係機関等と調整や連携を図りながら推進していきます。 
 計画の進行管理は、Plan（計画の策定）、Do（計画の推進）、Check（点検及び評価）、Action（改善及
び見直し）という、PDCA サイクルによる進行管理を行っていきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 今回の実行計画を町ホームページや広報ささぐりへの掲載、各種イベントを通した説明等を行うこと
によって、住⺠、事業者、町が計画の内容を理解し、取り組みを実践できるように計画内容を周知いたし
ます。また、必要な財源を確保するために、国庫補助事業等の活用や第３者所有モデルを活用し、資金の
確保や支出の平準化を図ります。 

資料編 用語解説 

再生可能エネルギー 

「太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に

利用することができると認められるものとして政令で定めるもの」と定義されて

おり、政令において、太陽光・風力・水力・地熱・太陽熱・大気中の熱その他の

自然界に存する熱・バイオマスが定められています。 

ゼロカーボンシティ 

2050年に CO2を実質ゼロにすることを目指す旨を首長自らが又は地方自治体とし

て公表された地方自治体。2023 年 9 月 29 日時点で、国内 991(46 都道府県、558

市、22 特別区、317 町、48 村)の地方自治体が「2050 年までに二酸化炭素排出実

質ゼロ」を表明しています。  

 


